
福岡県森林・山村多面的機能発揮対策交付金交付要綱 

 

 

制  定 平成２５年７月２５日２５農振第９８０号 

一部改正 平成２６年６月２日２６農振第３４７号 

一部改正 平成２９年５月１１日２９農振第５３号 

一部改正 令 和 元 年 ７ 月 １ ８日 １ 農 振 第 ９ ６ ０号 

一部改正 令和２年４月３０日１農振第２９７３号 

一部改正 令和２年１２月２８日２農振第７０６７号 

一部改正 令和３年７月２０日３農振第１６３０号 

一部改正 令和４年３月３１日３農振第７５２７号 

一部改正 令 和 ４ 年 ９ 月 ８ 日４ 農 振 第 ２ ０ ７ ８号 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、森林の有する多面的機能を発揮させるため、森林・山村多面的機 

能発揮対策実施要領（平成２５年５月１６日付け 25 林整森第 74 号。以下「実施

要領」という。）に定める森林・山村多面的機能発揮対策交付金（以下「交付金」

という。）に係る事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付

するものとし、その交付に関しては、福岡県補助金等交付規則（昭和３３年福岡

県規則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定める

ところによる。 

 

（交付金交付の対象及び補助率） 

第２条 前条に規定する経費の内容及びこれに対する交付率等は、別表のとおりと 

する。 

 

（交付金の交付申請） 

第３条 規則第３条に規定する交付申請は、交付金交付申請書（別記様式第１号） 

によるものとする。 

２ 交付金交付申請書の提出時期は、知事が毎年度別に定める日までとする。 

３ 事業主体は、事業の円滑な実施を図るため、交付決定前に事業に着手するとき

は、あらかじめ理由を明記した交付金交付決定前着手届（別記様式第２号）を知

事に提出するものとする。 

 

（交付金の交付の決定） 

第４条 知事は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、 

適当と認めるときは、交付決定を行い、通知するものとする。 

 

（申請の取下げ）  

第５条  事業主体は、規則第７条の規定により申請を取り下げようとする  

ときは、交付決定の通知を受けた日から１５日以内にその旨を記載した書

面を知事に提出しなければならない。  

 

（交付金の遵守事項） 

第６条 事業主体は、森林・山村多面的機能発揮対策交付等要綱（平成２５年５月

１６日付け 25 林整森第 60 号）及び実施要領に従わなければならない。 

 

 



（申請内容の変更の承認等） 

第７条 事業主体は、前条の交付金交付申請書の記載事項について、別表に掲げ 

る重要な変更を加えようとするときは、交付金変更承認申請書（別記様式第３号）

を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２  知事は前項の承認をしたときは、通知するものとする。  

 

（補助事業の中止又は廃止）  

第８条 事業主体は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、  

交付金中止（廃止）申請書（別紙様式第４号）を知事に提出し、その承諾を受け

なければならない。 

 

（概算払の請求） 

第９条 事業主体は、交付金の概算払を受けようとするときは、交付金概算払請求

書（別記様式第５号）を知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、その内

容を審査し、適当であると認めたときは、交付金の概算払をするものとする。 

 

（遂行状況報告） 

第１０条  事業主体は、交付金の交付決定があった年度の１２月末日時点におい 

て、交付金遂行状況報告書（別記様式第６号）を作成し、当該年度の１月１０日ま

でに知事に提出しなければならない。 

２ 事業主体は、事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難に

なったときは速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならない。 

 

（実績報告書） 

第１１条 事業主体は、事業が完了した日から１月を経過した日又は事業の完了の

日に属する国の会計年度の３月３１日のいずれか早い期日までに、交付金実績報

告書（別記様式第７号）を知事に提出しなければならない。 

 

（書類の提出） 

第１２条 この要綱により市町村長が知事に提出する書類は、所轄農林事務所長を

経由して、正副２部とする。 

 

（財産処分の制限） 

第１３条 規則第２０条第２号の規定に基づく知事が定める財産は、事業により取 

得した価格が１件５０万円以上のものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第１４条 規則第１０条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌 

年度から起算して５年間整備保管しておかなければならない。 

 

 （電子情報処理組織による申請等）  

第１５条  この要綱において書面等により行うこととしているものについ

ては、当該規定にかかわらず、福岡県簡易申請システムを使用して行うこ

とができる。  

 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。 



 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年７月２５日から施行し、平成２５年度から平成２７年度

までの交付金に適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２６年６月２日から施行し、平成２６年度から平成２８年度ま

での交付金に適用する。 

   附 則 

この要綱は、平成２９年５月１１日から施行し、平成２９年度の交付金に適用す

る。 

   附 則 

１ この要綱は、令和元年７月１８日から施行し、令和元年度の交付金に適用する。 

２ また、この通知による改正前の本要綱に基づいて実施した事業については、な

お従前の例による。 

   附 則 

１ この要綱は、令和２年４月３０日から施行し、令和２年度からの交付金に適用

する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行し、令和２年度分の交付金から適

用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年７月２０日から施行し、令和３年度分からの交付金に適

用する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年３月３１日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和４年９月８日から施行し、令和４年度分からの交付金に適用

する。 

 
























